
長野市上下水道事業経営審議会 議事録の取り扱いについて 

 
 
１ これまでの取り扱い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ これからの取り扱い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ ホームページ等での公開は、議事要旨を公開することとし、議事録

については、ホームページ等で公開しない。（情報公開請求があっ

た場合には公開の対象となります） 
 
 
 
 

審議会終了 議事録作成 会長が内容確認

ホームページへ公開

委員へ送付

審議会終了 

議事録作成

会長が内容確認 ホームページへ公開議事要旨作成

委員へ送付 会長が内容確認

次回審議会で委員の承認を得る 議事録として保存


